
 

別記 

愛知県地域保健医療計画（別表）に記載されている医療機関名の更新内容 

（令和５年 12 月 1 日更新分） 

 

１ 「がん」の体系図に記載されている医療機関名 

 〔尾張西部医療圏〕 

  ・「がん医療を提供する病院」の「乳腺」欄に「稲沢市民病院」を追加。 

 

２ 「脳卒中」の体系図に記載されている医療機関名 

 〔名古屋・尾張中部医療圏〕 

 ・「回復期リハビリテーション機能を有する医療機関」の「回復期リハビリテーション

病棟の届出病院」欄の「中部労災病院」を削除。 

 ・「回復期リハビリテーション機能を有する医療機関」の「回復期リハビリテーション

病棟の届出病院」欄に「名市大みらい光生病院」を追加。 

 ・「回復期リハビリテーション機能を有する医療機関」の「脳血管疾患等リハビリテー

ション料を算定している病院（回復期リハビリテーション病棟の届出なし）」欄の「名

市大みらい光生病院」を削除。 

 ・「回復期リハビリテーション機能を有する医療機関」の「脳血管疾患等リハビリテー

ション料を算定している病院（回復期リハビリテーション病棟の届出なし）」欄に「中

部労災病院」を追加。 

〔尾張西部医療圏〕 

 ・「回復期リハビリテーション機能を有する医療機関」の「回復期リハビリテーション病

棟の届出病院」欄の「上林記念病院」を削除。 

・「回復期リハビリテーション機能を有する医療機関」の「回復期リハビリテーション病

棟の届出病院」欄に「一宮西病院」を追加。 

・「回復期リハビリテーション機能を有する医療機関」の「脳血管疾患等リハビリテーシ

ョン料を算定している病院（回復期リハビリテーション病棟の届出なし）」欄の「一

宮西病院」を削除。 

〔西三河北部医療圏〕 

・「回復期リハビリテーション機能を有する医療機関」の「回復期リハビリテーション

病棟の届出病院」欄に「三九朗東リハビリテーション病院」を追加。 

 

（３ 「心血管疾患」の体系図に記載されている医療機関名 変更なし） 

 

４ 「精神科救急」の体系図に記載されている医療機関名 

   ・「尾張 A」の「当番病院（輪番制）」欄に「県精神医療センター」を追加。 

  ・「後方支援基幹病院」を「後方支援基幹病院（優先病院）」と「後方支援基幹病院（補

完病院）」に分類。 

 

５ 「救急医療」の体系図に記載されている医療機関名 

 〔東三河南部医療圏〕 

・「第２次救急医療体制」の「搬送協力医療機関・病院」欄の「樋口病院」を削除。 

資料２－２ 



 

 

（６ 「災害医療」の体系図に記載されている医療機関名 変更なし） 

  

（７ 「周産期医療」の体系図に記載されている医療機関名 変更なし） 

  

８ 「小児救急医療」の体系図に記載されている医療機関名 

 〔名古屋・尾張中部医療圏〕 

  ・「地域の小児基幹病院」の「小児救急医療支援事業参加病院」欄に「聖霊病院」を追加。 

 

（９ 「へき地医療」の体系図に記載されている医療機関名 変更なし） 

 

（１０ 在宅医療の提供の推進のために必要な医療機関名 変更なし） 

 

１１ 地域医療支援病院として承認された医療機関名 

 〔尾張北部医療圏〕 

  ・「名古屋徳洲会総合病院」を追加。 

 

１２ 多様な精神疾患等に対応できる精神科医療機関 

（１）各精神疾患に対して専門的治療を実施している精神病床のある病院 

（２）各精神疾患に対して専門的治療を実施している精神科外来のある病院 

（３）各精神疾患に対して専門的治療を実施している診療所 

  ・精神疾患に関する愛知県医療機関医療機能アンケート調査結果に基づき、修正。 


